
長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課

女性に対する暴力の根絶に向け、県が作成しているパ
ンフレットを配布し、相談機関等の周知を図る。

２－③ 継続実施 ○× ○
認知度が上がるように取り組みが必要と
思われる。

Ｂ 継続実施
認知度が上がるように取り組みが必要と
思われる。

DVの理解と被害者保護・支援に
ついて周知を図る。

子育て支援課

女性に対する暴力の根絶に向け、広報紙や研修機会を
通じて、幅広い世代に意識啓発を行う。

１－① 継続実施 ○× 〇
「女性に対する暴力をなくす運動」期間
に広報・HPで周知した。

A 継続実施
広報・市HPでの周知に加えて、人権に
関する研修会・講演会等でも啓発をおこ
なっていきたい。

人権施策推進課

DV被害者を含む要保護女子などの発見に努め、相
談、指導、助言などの業務を行う。

２－① 継続実施 ○× ○
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

Ｂ 継続実施
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律

子育て支援課

女性の悩み相談の周知とともに、他の相談機関との連
携を図る。

２－②
２－③

継続実施 ○× 〇

女性の悩み相談：６３コマ（実施）／９
２コマ（設定）
セーフティネットワークの連携による相
談体制の維持

Ｂ 継続実施

女性の悩み相談：設定されているコマが
有効に利用いただけるよう、更なる周知
に努めたい。
関係機関との連携：引き続きセーフティ
ネットワークの連携による複合的な支援
を目指す。

人権施策推進課

子育て世代にポイントをしぼって、固定的な性別役割
分担意識の解消に向けた取組を行う。

１－① 継続実施 ○× 〇

パパチャレンジ・カジイクジ
RAKURAKU講座４回開催１７３名の
参加
各回において男女共同参画の啓発をおこ
なった。

A 継続実施

引き続き多くの方にパパチャレンジ・カ
ジイクジRAKURAKU講座に参加いた
だき、男女共同参画について広く啓発す
る。年4回実施予定。

人権施策推進課

ワーク・ライフ・バランスについて、広報・研修・啓
発紙等を活用して、幅広い年代に啓発を行う。

１－① 継続実施 ○× 〇

男女共同参画啓発広報紙「かがやき」を
3月に発行。全自治会回覧をおこなっ
た。他機関の配布もあわせて６２４０部
配布した

A 継続実施

引き続き「かがやき」を年1回発行
多様な働き方・ワークライフバランスに
関連して「イクボス」の啓発を事業所向
けにおこなう。

人権施策推進課

子育て支援センターでの講演会でワーク・ライフ・バ
ランスの意識啓発を行う。

１－①
子育て支援センターの
事業を通じて実施。

○× ○
利用者のほとんどが母親と子どもなの
で、今後は父親にも参加できる事業を検
討する必要がある。

Ｂ 継続実施
アンケートなどを実施し、父親の育児参
加の状況を把握する必要がある。

子育て支援課

・男性と女性がそれぞれの身体
的特性を理解し合うための取組

研修会・講演会・啓発紙等で、リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ等のテーマに関する啓発を行う。

１－② 継続検討 ○× 〇

リプロダクティブ・ヘルス／ライツに係
る内容の講座の開催をおこなった
（１）第３回ﾊﾟﾊﾟﾁｬﾚﾝｼﾞ講座・ｶｼﾞｲｸｼﾞ
RAKU-RAKU講座（２）じんけん連続
講座にて啓発

A 継続して検討
多くの市民の方に「リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ」について知っていただ
けるように引き続き研修、広報をする。

啓発教材・機会について調査・研
究の検討

人権施策推進課

・女性活躍推進法などへの理解
と普及を進める取組

一般市民を対象とした啓発の機会を活用する。 １－② 継続検討 ○× 〇
男女共同参画に関するアンケートを２３
２事業所に配布１７１事業所より回収
（回収率７３．２％）

A 継続実施
アンケート結果を活かした職場における
男女共同参画の啓発をおこなっていきた
い

人権施策推進課

固定的な性別役割分担意識にとらわれない人の割合
※5年に1度の意識調査結果に基づくもの
　H29年度実施

１－①
70%

（H29年度）
％

58.9%
（H29年度）

「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

－
70%

（H34年度）
「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

人権施策推進課

ＤＶの内容の認知度
※5年に1度の意識調査結果に基づくもの
　H29年度実施

１－①
100%

（H29年度）
％

77.2%
（H29年度）

「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

－
100%

（H34年度）
「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

人権施策推進課

パートナーから暴力を受けた時の相談機関の認知度
※5年に1度の意識調査結果に基づくもの
　H29年度実施

１－①
100%

（H29年度）
％

87.8%
（H29年度）

「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

－
100%

（H34年度）
「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

人権施策推進課

地域社会で男女の地位が平等と考える人の割合
※5年に1度の意識調査結果に基づくもの
　H29年度実施

１－①
50％

（H29年度）
％

24%
（H29年度）

「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

－
50％

（H34年度）
「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

人権施策推進課

「女性の人権」をテーマとした地域人権学習会の実施
率

１－② 5% ％ 3%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

C 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

参考数値 ＤＶの相談件数 ２－① － 件数 92
H28:80件　H29:75件
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

－ －
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

DVのない社会をめざしている
が、被害が潜在化していることも
推測されるため、目標値は設定せ
ず実態を確かめる。

子育て支援課

・女性の市政参画の推進 女性人材バンク登録者への市政情報の提供に努める。 １－② 継続実施 ○× ○
登録者対象に研修会・交流会をおこなう
中で、情報の提供を随時おこなった。

B 継続実施
引き続き、研修会・交流会の開催を通じ
て市政情報、あわせて男女共同参画に関
する情報を提供していく。

人権施策推進課

数値目標 市の審議会等の女性委員の割合 １－②
40％

（H29年度）
％ 32%

女性委員の割合向上のため、全庁に周知
した。H30:32.4%（H29：28.4％）

B
40％

（H34年度）
「長浜市男女共同参画行動計画」に基づ
いて、目標を設定する。

人権施策推進課

子育てに関する講演会の実施により、子どもが健やか
に成長できる家庭環境づくりを啓発する。

１－①
子育て応援フェスタの
中で実施する。

○× 〇
親子で参加できる講座を子育て応援フェ
スタの中で開催し、内容は好評だった。

Ｂ 継続実施
内容を工夫し、引き続き子育て応援フェ
スタで実施する。

子育て支援課

子育て支援センターの運営により、子育ての楽しさを
感じられる機会を提供する。

１－① 継続実施 ○× 〇
親子でふれあって遊ぶことができるイベ
ントを計画し、開催した。

Ｂ 継続実施
保護者の子育てへの姿勢や意識を見なが
ら、状況に応じたイベントの内容を精査
していく必要がある。

子育て支援課
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・固定的な性別役割分担意識の
解消などに向けた啓発

・子どもが健やかに成長できる
家庭環境づくりの啓発



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

子育て学習講座の実施 １－① 継続実施 ○× ○
PTA講演会や入学説明会等で実施によ
り、市域全体に広がってきた。

Ａ 継続実施 入学説明会等での実施をさらに増やす。
すべての保護者を対象とした子育
て・家庭教育にかかる学習機会の
提供。

生涯学習文化課

マタニティ講座などを実施して、はじめてママ・パパ
になる方への学習機会を提供し、子育ての楽しさを感
じられる機会を提供する。

１－①
地域子育て支援セン
ターの事業で実施す
る。

○× 〇
はじめてのママ、パパの参加は少ないた
め「赤ちゃん・マタニティ講座」として
開催した。

Ｂ
地域子育て支援セン
ターの事業の中で実
施する。

参加人数が少なくても「マタニティ講
座」として単独で開催し、基本的なこと
を知らせていく必要がある。

子育て支援課

子育てサポーター養成講座や育メン養成講座の実施 １－①
子育てサポーター養成
講座・パパチャレンジ
講座の実施。

○× ○

両講座とも定員を越える申込みがあり、
好評で終えるができた。
今後は受け入れ態勢を強化し、より多く
の方に参加いただけるよう努めたい。

Ｂ
子育てサポーター養
成講座・パパチャレ
ンジ講座の実施。

子育てサポーター養成講座の参加者から
サポート実践者を育てる。

子育て学習機会の確保及び子育て
支援者養成等を目的とした講座と
して位置付ける。

生涯学習文化課

子育てキャラバンの実施により、ボランティアの
育成・支援を図るとともに、サークル活動を支援
する。

１－②
地域子育て支援セン
ターの事業で実施す
る。

○× 〇
「サークル研修」や「サークル支援」な
ど各地域のサークル出向き、支援を行っ
ている。

Ｂ
地域子育て支援セン
ターの事業の中で実
施する。

「サークル研修」や「サークル支援」実
施し、サークル活動の支援を通じて
「サークルリーダー」の育成につながる
ような支援が必要である。

子育て支援課

家庭教育推進協議会と関係団体との連携による事業の
実施

１－② 継続実施 ○× ○ 推進協議会が講座の企画に関わった。 Ｂ 継続実施 推進協議会が講座の企画に関わる。
関係課・団体が連携協力すること
で、効率よく切れ目のない支援事
業を展開する。

生涯学習文化課

放課後児童クラブにおいて、防犯教室、避難訓練等を
実施して、児童の安全の確保を図る。

１－② 継続実施 ○× ○
避難訓練の実施に資するため、各クラブ
リーダーに防火管理者講習の受講を勧奨
した。

A 継続実施
引き続き、防火管理者講習の受講及び避
難訓練の強化を図り、安全・安心な居場
所づくりの提供に努める。

放課後児童クラブにおける児童の
安全確保を図る.

子育て支援課

子ども110番の家の設置状況について、学校ごとに確
認する。

１－② 事業の推進 ○× ○
Ｈ３０
市内9６２箇所（H３０新設１８箇所、
廃止１５箇所）

B 事業の推進 地域住民、事業者等への周知を図る。 市民活躍課

愛のパトロールの実施（青少年市民会議主催） １－②
各組織でのパトロール
実施。

○× ○
昨年度を超える人数、回数で、市内全域
でのパトロールが実施できた。

Ｂ
各組織でのパトロー
ル実施。

市内全域でのパトロールを実施する。
地域の子どもは地域で守り育てる
をスローガンに実施する。

生涯学習文化課

子育て応援アプリながはまキッズやながはま子育て応
援めーるの配信により、子育て支援情報の提供を行
う。

１－① 継続実施 ○× 〇
定期的に配信することで、切れ目のない
情報提供を行っている。

Ｂ 継続実施
保護者のより必要としている情報を配信
できるように努める。

子育て支援課

放課後児童クラブを開設し、放課後における児童の健
全育成と保護者の就労支援を行う。

１－② 継続実施 ○× ○
26小学校区のうち、20の小学校区で
公・民のクラブを開所した。

A 継続実施
小学校区26校中6学区が未開設であ
る。引続き近隣クラブに通所できるよ
う、送迎支援を実施する。

放課後における児童の健全育成と
保護者の就労支援。

子育て支援課

家庭教育支援チーム「えがお」の活動の充実 １－② 継続実施 ○× ○
えがお主催事業が好評だったが、活動で
きるスタッフが限られている。

Ｂ 継続実施
地域単位、市民目線での子育て事業の運
営を目指す。

生涯学習文化課

子ども虐待の予防および早期発見や、虐待を受けた子
どもの保護および自立支援を行う。

１－② 継続実施 ○× ○
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

Ｂ 継続実施
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

児童福祉法
児童虐待の防止等に関する法律

子育て支援課

地域子育て支援センターにおいて、子育て相談を実施
する。

１－①
２－①

継続実施 ○× ○
子育て相談にくる保護者の内容から、子
どもの年齢や相談内容が多様化してきて
いる。

Ｂ 継続実施
職員の資質の向上が必要である。また、
関係機関と連携し、適切な支援を探って
いく必要がある。

子育て支援課

・児童虐待防止にかかる街頭啓発と広報活動を行う。
・児童虐待にかかる出前講座の実施
・職員向け研修会の実施

１－① 継続実施 ○× ○
今後も継続して認知度が上がるように取
り組む必要がある。

Ｂ 継続実施
児童虐待の理解を深め、虐待防止を図
る。

児童福祉法
児童虐待の防止等に関する法律

子育て支援課

児童虐待防止について、子育て支援課等、関係課との
連携を図り、啓発を進めていく。

１－① 継続実施 ○× ○
児童虐待防止月間における街頭啓発に参
加し、啓発を行った。

B 継続実施
児童虐待防止月間における街頭啓発に参
加し、啓発を行う。

人権施策推進課

平日の昼間に保育を利用できる子どもの数
（通常保育事業）

１－② 3,226人
のべ人

数
3,234人 各園の受入人数の調整を図った。 Ｂ 3,351人

昨年度の実績と同じくらいの入所園児数
が見込まれる。

「長浜市次世代育成支援対策行動
計画」

幼児課

放課後児童クラブを利用できる子どもの数 １－② 2,050人
のべ人

数
2052

年々増加する児童の受入に関して、支援
員・施設の不足及び待機児童解消が課
題。

A 2294人

公設クラブの定員超過・待機児童のある
小学校区に対して、民間クラブの促進を
図り、子どもにとって安心・安全な環境
づくりを目指す。

「子ども・子育て支援事業計画」 子育て支援課

参考数値 児童虐待の相談件数 ２－① ― 件数 480
H28:444件　H29:431件
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

－ －
関係機関と連携し、適切な支援を行って
いく必要がある。

虐待のない社会をめざしている
が、被害が潜在化していることも
推測されることから、目標値は設
定せず実態を確認する。

子育て支援課

人権についての正しい理解・認識を培うとともに、い
のちと人権を尊重する実践的態度の育成に努める。

１－①
すべての小中学校で実
施。

○× ○
実践に対して、個々の変容・実態の分析
が必要。

Ａ
すべての小中学校で
実施。

全体への指導に加え、個々への働きかけ
を検討することが必要

長浜市教育振興基本計画 各小学校・中学校 教育指導課

一人ひとりの人権と健やかな発達を保証する保育の充
実を図る。

１－①
全２０園（公立）で実
施。

○× ○
全20園（公立）実施。
私立園にも啓発をしていきたい。

Ｂ
全２０園（公立）で
実施。

私立園にも積極的に啓発を行う。 「長浜市就学前教育基本方針」
各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

命を感じる保育内容のカリキュラムの充実を図る。
道徳性生活習慣の育成。

１－①
全２０園（公立）で実
施。

○× ○
誕生会、飼育活動、栽培活動等、命の大
切さを感じる保育を推進した。

Ａ
全２０園（公立）で
実施

発達に応じて命を感じられる保育内容を
考え工夫し推進していく。

「長浜市就学前教育カリキュラ
ム」

各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

・「心の居場所」のある集団・環境づくりに努める。
・自己表現やコミュニケーション能力の育成を図る。
・互いに信頼し、認め合える豊かな人間関係を形成す
る。

１－①
すべての小中学校で実
施。

○× ○
個を大切にする集団の力を育成するた
め、さらなる研究が必要。

Ａ
すべての小中学校で
実施。

各学校・学級の実態に応じて、効果的な
取組を模索・実践する

長浜市いじめ防止等の基本方針
各校の学校いじめ防止基本方針

各小学校・中学校 教育指導課

子
ど
も
の
人
権
問
題

・次代の親となる世代への子育
てに関する学習機会の提供

・関係機関やボランティア団体
の連携によって地域全体で子ど
もの育ちを支える体制づくり

・子どもの安全確保や子どもの
育ちを見守る地域活動を支える
人材の育成

・児童虐待防止の啓発と研修機
会の充実

数値目標

・いじめをしない・許さない環
境づくり

②
健
や
か
で
豊
か
な
心
を
培
う
人
づ
く
り
教
育
の
推
進

・「いのち」・「人権」を大切
にする教育の推進

・ライフスタイルの多様化に応
じた子育て支援情報の提供や子
育て支援対策の充実

・子どもの発達や子育てに関す
る相談体制の充実と児童虐待の
早期発見・支援

①
子
育
て
支
援
と
児
童
虐
待
の
防
止

・子どもが健やかに成長できる
家庭環境づくりの啓発



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

思いやりや公共のルールなどをテーマにした生活集会
を実施する。

１－① 継続実施 ○× ○
園の年間計画に基づき、集会のテーマを
厳選して実施した。

Ｂ 継続実施
園の年間計画に基づき、集会のテーマや
内容などを具体的に決めて実施する。

「長浜市就学前教育カリキュラ
ム」

各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

・さまざまな集団での体験や異
年齢の人たちとの交流促進

ジュニア長浜学を開催し、民間団体や任意団体等、ま
た次世代の人材育成をはじめ、直接体験を通じての子
どもの自尊感情などの醸成を図る。

１－②
各事業の参加率が８
５％以上。

○× ○

効果的な広報ができていなかったこと、
企画がマンネリ化していることから、参
加者数が少なかった。
今後は広報周知の方法や、企画を改める
必要がある。

Ｂ
各事業の参加率が８
５％以上

他事業との集約を行い、講座内容をわか
りやすく整えることで参加率85％を目
指す。

・民間団体や任意団体等の育成と
次世代の人材養成
・直接体験を通じての子どもの自
尊感情や郷土愛の醸成

生涯学習文化課

・学力や生活状況に応じた相談
事業・個別指導の充実

学校と連携体制を強化し、不適応児童生徒の早期発見
早期対応を行い、子どもたちや保護者の不安を軽減す
る取り組みを行う。

１－②

学校、関係機関との連
携体制を強化し、不適
応児童生徒の早期発見
早期対応を行い、子ど
もたちや保護者の不安
を軽減する取組を行
う。

○× ○

・適応指導教室を活用することで、全員
ではないが学校の別室へとつなぐことが
できた。
・専門相談員のアドバイスにより、保護
者の不安を解消することができた。

B

学校、関係機関との
連携体制を強化し、
不適応児童生徒の早
期発見早期対応を行
い、子どもたちや保
護者の不安を軽減す
る取組を行う。

・心理の専門家によるアドバイス
・適応指導教室の活用
・各関係機関との情報共有の強化

一人ひとりに合った支援と学校や
各機関との連携強化

教育センター

各校の実態をふまえ、ＣＡＰプログラム等について、
計画的に実施する。

１－② 継続・拡充 ○× ○ 今後も個に応じた対応の検討が必要。 Ｂ 継続・拡充 PDCAサイクルによる効果的な実践 各小学校・中学校 教育指導課

子どもが暴力から自分を守るために、発達段階に応じ
た内容を集会等で指導する。

１－① 継続実施 ○× ○
集会を実施したほか、園のお便りなどで
保護者へ啓発を行った。

B 継続実施
各園で作成している管理計画に基づき、
保護者への啓発を含めた安全教室実施す
る。

各園で作成している園管理計画
各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

子どもの社会性を育むために、家庭・地域を知る中
で、連携を強化するとともに、情報の収集や提供を行
い、実効のある教育活動を展開するための体制づくり
を推進する。

１－①
計画的かつ実態に応じ
た取組を推進する。

○× ○
個々の家庭との効果的な連携のあり方に
ついて、さらに検討する必要がある。

Ｂ
計画的かつ実態に応
じた取組を推進す
る。

計画的な実践を組織的に行う。 各小学校・中学校 教育指導課

校園間および家庭・地域との緊密な連携のもとに、人
権教育の実践を目的とした推進体制を整える。

１－① 現状分析に基づく展開 ○× ○
継続する活動と現状に照らした新たな取
組の創造が必要。

Ｂ
現状分析に基づく展
開

少子化・希薄なつながり等の課題を意識
した取組の実践。

各小学校・中学校 教育指導課

小学校区における課題や情報の共有化を図る。
課題のある園児や特別支援を要する園児の早期対応と
各機関との連携を迅速に行う。
園だよりを定期的に発行し保護者への啓発をはかる。

１－②

幼保認と小学校の連携
における情報の共有
化。関係機関との迅速
な連携

○× ○
課題のある園児について、関係機関や小
学校との連携を迅速に行った。
園小連携の実施。

Ｂ

幼保認と小学校の連
携における情報の共
有化。関係機関との
迅速な連携。

各小学校区における課題や情報の共有、
日頃からの連携に努める。

「長浜市就学前教育基本方針」
各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

・参加者が増えるような教育講演会、懇談会を実施す
る。
・園だよりで保護者に啓発する。
・あいさつ運動を継続して進め、地域住民にも広げら
れるような取り組みをする。

１－②
子育て講演会の開催と
挨拶運動の実施をす
る。

○× ○
子育て講演会の内容充実を図り、できる
だけたくさんの保護者に参加してもらえ
るようにする。

Ｂ
子育て講演会の開催
と挨拶運動の実施を
する。

参加者が増えるよう、保護者のニーズや
園の実情に合わせた講演会を開催する。
挨拶運動を積極的に展開する。

長浜市「子育て憲章」と「子ども
の誓い」を各家庭や地域へ啓発。

各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

１－①
すべての小中学校で実
施。

実施校
数

38
実施することで、児童生徒が発達段階に
応じて理解し行動できるかが課題。

Ａ
すべての小中学校で
実施。

まわりの生徒や保護者の意識の差をなく
していけるように

長浜市教育振興基本計画 教育指導課

１－①
全２０園（公立）で実
施。

実施園
数

20
全幼稚園、認定こども園（公立）、保育
園（公立）で実施。
私立園にも啓発。

Ｂ
全２０園（公立）で
実施。

私立園にも積極的に啓発を行う。 「長浜市教育振興基本計画」 幼児課

１－② ―
実施校

数
38

生活状況に応じた学力などの支援体制の
充実は困難である。

－ －
各学校の取組であることから、目標値は
設定せず実施状況を確認する。

教育指導課

１－② ―
実施園

数
20

虐待防止研修会や各種講座の案内を配布
するとともに、職員への積極的な研修参
加を求める。

－ －
各園の取組であることから、目標値は設
定せず実施状況を確認する。

幼児課

「子どもの人権」に関するリーフレットを作成し、地
域人権学習会や研修会等での活用を図る。

１－② 継続して活用を図る。 ○× ○ 作成済み、継続して活用を図る B 継続して活用を図る
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく。

人権施策推進課

教職員の人権問題についての理解と認識を深めるとと
もに、人権教育推進者としての意欲と指導力を高める
ために、多種多様なテーマや手法、創意工夫等によ
り、研修の充実を図る。

１－①
すべての小中学校で実
施。

○× ○
すべての小中学校で実施したが、OJT等
の取り組みの中で、若手教員に経験の伝
承などが不十分である。

Ｂ
すべての小中学校で
実施。

若手教員への研修などを充実して､次世
代のリーダーの育成。

職員すべての意識、経験、指導力
の向上をめざして各小中学校で推
進教師や管理職が職員チームを
リードできる体制づくりができる
よう指導助言する。

教育指導課

幼児教育全体研修会を実施する。園内研究及び研修会
の充実を図る。
他園の公開保育及び事例検討会への参加者の増員を図
る。

１－① 継続実施 ○× ○
職員の実情にあった内容で、各園研修会
を実施した。

Ｂ 継続実施
園や職員個々のニーズを取り入れた園支
援事業を実施する。

「長浜市就学前教育基本方針」 幼児課

教育課題やライフステージに応じた研修を充実させる
ため、多様な研修形態を取り入れ、それぞれの年代に
あわせて保育力・授業力・学級、学校経営力の向上を
図る。

１－①
・働き方改革の視点を
取り入れ、各校の要望
に柔軟に対応する。

○× ○

・各校の反応は、大変良かった。
・若手教員の育成に効果があったと感じ
る声が多かった。
・各校のニーズに応じた柔軟な対応が必
要になってくる。

B

働き方改革の視点を
取り入れ、各校の要
望に柔軟に対応す
る。

・研修回数の選択
・短時間支援の導入
・臨時講師枠の拡大

大量退職時代における新規採用教
職員の指導力向上のため、学校を
支援するため指導員を派遣する。

教育センター

数値目標
「子どもの人権」をテーマとした地域人権学習会の実
施率

１－② 20% ％ 17%
自治会の自主性によるが、夏祭りや地蔵
盆に学習会を行うなどして、子どもの人
権に取り組んでいる。

B 20%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

子
ど
も
の
人
権
問
題

・いじめをしない・許さない環
境づくり

・子どもが暴力から自分を守る
ための教育プログラムの推進

・学校（園）と家庭との情報共
有の推進

②
健
や
か
で
豊
か
な
心
を
培
う
人
づ
く
り
教
育
の
推
進

数値目標

参考数値

・子どもの人権を尊重する意識
の啓発

人権教育の実践

各小中学校および園における子どもが暴力から自分を
守るための教育プログラムの実施。

③
子
ど
も
の
権
利
の
保
障



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

・高齢者福祉への理解を深める
ための情報提供と啓発

高齢者福祉への理解を深めるための啓発として、超高
齢社会を背景とした介護・高齢福祉に関する社会情勢
や制度等の情報提供を行う。

１－②

広報紙、ホームページ
による「介護の日」周
知、高齢者の状況につ
いて周知。出前講座に
よる、長浜市の高齢者
を取り巻く状況、支え
合いの必要性等を周知
啓発。

○× ○

広報紙、ホームページにより高齢者の通
いの場の紹介を掲載するなど、高齢者の
状況について周知。出前講座による、長
浜市の高齢者を取り巻く状況、支え合い
の必要性等を周知啓発した。

Ａ

広報紙、ホームペー
ジによる「介護の
日」周知、高齢者の
状況について周知。
出前講座による、長
浜市の高齢者を取り
巻く状況、支え合い
の必要性等を周知啓
発。

みんなで支え合い　いきいきと暮らせる
あたたかな長寿福祉のまちを目指す。

○介護の日のある１１月に啓発を
することで関心を高める。
○長浜市やお住いの地域の高齢化
の状況等の把握と制度への理解を
促す。

高齢福祉介護課

民生委員や福祉事業従事者等に対し、情報提供や研修
事業を実施する。

１－②
出前講座、総合事業事
従事者養成研修等にお
いて実施する。

○× ○
出前講座、総合事業事従事者養成研修等
において実施した。。

Ａ
出前講座、総合事業
事従事者養成研修等
において実施する。

出前講座、総合事業事従事者養成研修等
において実施する。

協議会に参加し、福祉事業者等と
の連絡を密にすることで、随時情
報提供を行うことができる。

高齢福祉介護課

高齢者の尊厳を守るため、虐待の早期発見のための啓
発と虐待防止を図る。

１－①
広報ながはま、出前講
座などで周知啓発を図
る。

○× ○

今年度も広報にて相談窓口の周知を行っ
た。また、市ＨＰで高齢者虐待に関する
相談窓口の周知、マニュアルが閲覧でき
るようにしている。出前講座を3回実施
し周知を図った。

Ａ
広報ながはま、出前
講座などで周知啓発
を図る。

広報ながはま、出前講座を通して、高齢
者虐待に関する相談窓口の周知を行うと
ともに、市ＨＰに掲載のマニュアルを通
して、虐待予防や早期発見の周知につな
げる。

高齢者虐待の理解を深め、虐待防
止、早期発見、対応につなぐ

高齢福祉介護課

・認知症の予防・早期発見・対
応・ケアに関わる人たちの養成
やネットワーク化

・認知症サポーター養成講座を受けた企業や小中学校
等の地域を巻き込んだ事業の展開（営業所のマニュア
ルの作成とか徘徊模擬訓練への参加等）
・認知症初期の段階から相談できる窓口を設置し在宅
での状態を正確に医師に伝える等連携を図る。

１－②
２－②

警察署との連携、情報
共有を行う。

○× ○

現在、市内の自治会や企業、学校を対象
に活動を支援するキャラバンメイトグ
ループは15グループある。Ｈ30年度活
動数は48回実施。認知症高齢者等捜索
模擬訓練を自治会参加のもと実施。

Ａ
SOSほんわかネット
ワークの協力者数を
増やす

認知症サポーター養成講座や認知症ケア
講座等あらゆる機会をとらえて、認知症
高齢者等ＳＯＳほんわかネットワーク協
力者登録を啓発し、認知症行方不明者の
早期発見および家族支援を図る。

認知症の予防・早期発見・対応・
ケアに関わる人たちを養成し、
ネットワークを図る。

高齢福祉介護課

数値目標
「高齢者の人権」をテーマとした地域人権学習会の実
施率

１－② 20% ％ 25%
自治会の自主性によるが、高齢化が進ん
でいるため、高齢者の人権について関心
が高い。

A 20%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

虐待通報に関係する職種に虐待の現状と早期通報防止
の必要性を研修の機会に啓発する。

１－①

ケアマネやサービス事
業所及び市民団体に対
し研修や出前講座で高
齢者虐待について啓発
する。

○× ○

・ケアマネ研修や出前講座で早期発見の
大切さを啓発する。
・虐待防止ネットワーク協議会にて様々
な職種との連携を図り、啓発を行った。

Ａ

虐待対応について地
域包括支援センター
と協力して実施し、
対応力向上を目指
す。

地域包括意支援センター職員の虐待対応
援助技術を目的とした研修会の実施を行
うとともに、高齢者虐待対応支援ネット
を活用し、専門的な対応力向上を図る。

高齢者虐待の理解を深め、虐待防
止、早期発見、対応につなぐ

高齢福祉介護課

「高齢者の人権」に関するリーフレットを作成し、地
域人権学習会や研修会等での活用を図る。

１－② 継続して活用を図る。 ○× ○ 作成済み、継続して活用を図る A 継続して活用を図る
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく。

人権施策推進課

・認知症に対する正しい理解と
接し方の普及

市内の自治会や学校、企業の団体にむけて、認知症の
正しい知識や接し方を学ぶ講座を開設し、認知症の人
を支えるサポーターを養成する。

１－② 累計　29,000人 ○× ○
養成講座の回数　97回
受講者数（累計）30,807人

Ａ 累計　32,000人
幅広い世代のサポーターを養成するた
め、働く世代に働きかけていく。

「健康ながはま２１」
「ゴールドプランながはま２１」

高齢福祉介護課

・成年後見制度や権利擁護事業
の利用促進

高齢者の財産を守るために、高齢者が集まる機会に利
用の啓発をする。

１－②

成年後見権利擁護セン
ター、地域包括支援セ
ンターと連携し普及啓
発を図る。

○× ○

市民や福祉事業者等を対象に啓発講座や
事例検討会等を開催した。また、担い手
の育成を目的にサポーター養成講座を実
施した。

Ａ

成年後見権利擁護セ
ンター、地域包括支
援センターと連携し
普及啓発を図る。

講座や研修会等、内容の充実を図りなが
ら、制度の普及、啓発活動を行うととも
に、養成講座の開催によりサポータを増
やしていく。

「ゴールドプランながはま２１」 高齢福祉介護課

数値目標 認知症サポーター数（年間） １－② 2,000人 人数 3415人
自治会や小中学校等で認知症サポーター
養成講座を実施し、目標を上回るサポー
ターを養成することができた。

Ａ 2,000人
幅広い世代のサポーターを養成するた
め、働く世代に働きかけていく。

「健康ながはま２１」
「ゴールドプランながはま２１」

高齢福祉介護課

参考数値 高齢者虐待の相談件数 ２－① － 件数 54
H29：67件
相談窓口周知徹底のほか、支援員の知
識・対応力の向上を図った。

－ －
虐待のない社会をめざしているが、被害
が潜在化していることも推測されるた
め、目標値は設定せず実態を確かめる。

相談窓口周知を図り、支援員の知
識・対応力の向上をめざす。

高齢福祉介護課

だれもがいつでもどこでも学べる生涯学習社会の実
現。

１－②
市民向けの講座の開
設。

○× ○
本課実施事業のほか、各まちづくりセン
ターで地域やライフステージに応じた講
座を開設した。

Ｂ
市民向けの講座の開

設
だれもがいつでもどこでも学べる生涯学
習社会の実現。

生涯学習文化課

介護予防推進交付金を利用した高齢者の活躍の場づく
りへの支援。

１－②

地域の介護予防事業等
において、介護予防サ
ポーターの活動が維持
拡大できるように図
る。

○× ○ きゃんせ大会　5回、参加者　118人 Ａ

地域の介護予防事業
等において、介護予
防サポーターの活動
が維持拡大できるよ
うに図る。

各地域で活動している転倒予防自主グ
ループや、介護予防サポーターに対して
運営方法に対する助言、フォローアップ
研修会を実施する。

地域での介護予防活動が継続して
できる。

高齢福祉介護課

・高齢者の心と身体の健康づく
りの推進

高齢者元気づくり学校ボランティア事業において、自
主グループ組織として活動継続できるように、養成セ
ミナー等への協力、活動に必要な関係機関との調整、
活動の広報を行う。

１－②
生きがいや役割を持っ
て自主グループ組織と
して活動を継続。

○× ○
自主活動を尊重し、随時相談しながら活
動が継続できるよう支援を行った。

A

生きがいや役割を
持って自主グループ
組織として活動を継
続。

自主グループ組織として活動が継続して
いけるよう活動面や東京都健康長寿医療
センター研究所との連携面などで相談・
サポートを行う。

「健康ながはま２１」 健康推進課

・高齢者の知識・経験・技能を
生かせる機会の創出

ながはま楽習塾を開催し、知識や技能を広く市民に伝
える機会をつくることで、個人の学びを社会に生か
す。

１－② 事業実施の見直し。 ○× ○
様々な生涯学習事業の中で、高齢者の知
識・経験・技能を生かす機会を創出す
る。

Ｂ 事業実施の見直し
様々な生涯学習事業の中で、高齢者の知
識・経験・技能を生かす機会を創出す
る。

知識や技能を広く市民に伝える機
会をつくることで、個人の学びを
社会に生かす。

生涯学習文化課

・高齢者の就労機会の拡大

高齢者の能力を生かした職業機会を獲得し、生きがい
の充実と社会参加を促進するため、「高年齢者等の雇
用の安定等に関する法律」に基づいて設置されたシル
バー人材センターの就業促進に向けた取り組みを支援
する。

１－②

シルバーへの運営、就
業機会創出・拡大事
業、サポート事業に対
する支援を行う。

○× ○ 会員数の確保・登録会員の高齢化 Ａ

シルバーへの運営、
就業機会創出・拡大
事業、サポート事業
に対する支援を行
う。

事業に対する補助及び取組みに対する協
働、連携。

「高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律」
「ゴールドプランながはま２１」

高齢福祉介護課

数値目標 転倒予防教室自主グループ参加者数 １－② 2,950人 人数 2677
転倒予防自主グループなど、介護予防活
動の場がない地域があり、地域差がみら
れる。

Ａ 3,150
介護予防活動の通いの場が無い地域に、
転倒予防自主グループを立ち上げ、参加
者を増やしていく

「健康ながはま２１」
「ゴールドプランながはま２１」

高齢福祉介護課

高
齢
者
の
人
権
問
題

①
地
域
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
推
進

・地域全体で高齢者を支える地
域福祉の推進

・高齢者虐待防止の啓発と研修
機会の充実

③
高
齢
者
の
自
立
や
社
会
参
加
の
促
進

・それぞれのライフステージに
応じた主体的な生き方への支援

②
高
齢
者
の
権
利
擁
護



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

出前講座、ＨＰ等で啓発を行う。 １－②
出前講座実施数 10回
参加人数 200人

○× ○
H30
出前講座実施数　4回
参加人数　234人

A
出前講座実施数　 10
回
参加人数 200人

出前講座やHP等を通じて啓発をする。
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

「しょうがいのある人の人権」に関するリーフレット
を作成し、地域人権学習会や研修会等での活用を図
る。

１－② 継続して活用を図る。 ○× ○ 作成済み、継続して活用を図る B 継続して活用を図る
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく。

人権施策推進課

・ユニバーサルデザインを基本
とした社会環境の整備

届出対象建築物を把握し、事業者に届出提出を指導す
る。

１－②
届出対象建築物につい
て適正に届出を行わせ
る。

○× ○
届出対象建築物については適正に届出さ
れている。

Ｂ
届出対象建築物につ
いて適正に届出を行
わせる。

届出対象建築物を把握し、事業者に届出
提出を指導する。

開発建築指導課

・心の健康増進と精神疾患への
理解促進

自殺予防やうつについての研修（ゲートキーパ－研
修、メンタルヘルスケア研修）を開催する。

１－②

メンタルヘルスケア研
修：3企業で実施
ゲートキーパ－研修：
2回実施
新規受講者657人

○× ○

メンタルヘルスケア研修として3企業で
実施、ゲートキーパ－研修を2回実施し,
合計246人の受講があったが、目標人
数には達しなかった。

D

メンタルヘルスケア
研修：3企業で実施
ゲートキーパ－研
修：４回実施
新規受講者１７８人

身近な人の変化や自殺のサインに気づ
き、適切な対応ができるようゲートキー
パー研修を企業向けと全市職員を対象に
実施する。

「健康ながはま２１」
「長浜市自殺対策計画」
「長浜市しょうがい福祉プラン」

健康推進課

「しょうがいのある人の人権」をテーマとした地域人
権学習会の実施率

１－② 10% ％ 4%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

D 10%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

自殺予防やうつについての研修を受けた人（ゲート
キーパー）の数

１－② のべ2,700人 人数 のべ2３11人

メンタルヘルスケア研修として3企業で
実施、ゲートキーパ－研修を2回実施
し、合計２４６人の受講があったが、目
標人数には達しなかった。

Ｂ のべ2489人

身近な人の変化や自殺のサインに気づ
き、適切な対応ができるようゲートキー
パー研修を企業向けと全市職員を対象に
実施する。

「健康ながはま２１」
「長浜市自殺対策計画」

健康推進課

・地域全体でしょうがいのある
人を支える体制づくり

長浜市と米原市が実施する相談支援事業をはじめ、広
域的対応が必要な事業の円滑な実施及び地域のしょう
がい福祉におけるシステムづくりに関して長浜米原
しょうがい者自立支援協議会で実施する。

１－② 継続実施 ○× ○

地域のしょうがい福祉におけるシステム
づくりに関して長浜米原しょうがい者自
立支援協議会で実施した。
基幹相談支援センター設置について協議
を行った。

A 継続実施
地域生活支援拠点について、継続的に長
浜米原しょうがい自立支援協議会で検討
する。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

・しょうがいのある人が日中活
動できる場や就労環境の整備

入所生活から地域生活への移行に向け、居住となるグ
ループホーム等を整備する。

１－② 継続実施 ○× ○
グループホームは、整備に至らなかった
が、日中一時支援事業所が新規に2か所
開所できた。

A 継続実施
日中活動できる場や就労環境の整備のた
めに法人に働きかける。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

相談支援ファイルを部分的に配布し、利用状況や配布
方法について検証する。

１－② 継続実施 ○× ○
相談支援ファイルの記載内容や記載方法
を見直し、改良版の新・相談支援ファイ
ル配布の準備をおこなった。

Ａ 継続実施
より広く情報連携をおこなうため、児童
発達支援利用者のほか幼児教育相談等の
利用者へもファイルを配布する。

「長浜市しょうがい福祉プラン」 児童発達支援センター

継続実施 ○× ○ 日々取り組んでいる。 Ａ 継続実施
就労支援が必要な人には、関係機関と連
携し、就労支援サービスにつなげる。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

継続実施 ○× ○
しょうがい福祉課や関係機関と連携し、
支援を行った。

A 継続実施 継続して実施 「長浜市しょうがい福祉プラン」 健康推進課

福祉施設から一般就労への移行者数 １－② 15人 人数 ５人 在宅からの就労割合が増加している。 Ｂ 15人
就労支援が必要な人には、関係機関と連
携し、就労支援サービスにつなげる。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

就労継続支援（A型）事業利用者数 １－② 100人 人数 98 微増している。 A 100人
就労支援が必要な人には、関係機関と連
携し、就労支援サービスにつなげる。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

就労継続支援（B型）事業利用者数 １－② 200人 人数 235 微増している。 A 200人
就労支援が必要な人には、関係機関と連
携し、就労支援サービスにつなげる。

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

出前講座や長浜米原しょうがい者自立支援協議会等の
機会を通じて啓発をする。

１－② 継続実施 ○× ○ 出前講座、HPでの啓発を行った。 A 継続実施 機会をとらえて啓発を行う。
障害者虐待の防止、障害者の養護
者に対する支援等に関する法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

しょうがいのある人への虐待防止のため、しょうがい
福祉課等、関係課との連携を図り、啓発を進めてい
く。

１－① 継続実施 ○× ○
12月18日講座を実施。各課へも周知
し、職員の参加も募る。

B 継続実施 関係各課へ研修等への参加を促す。 人権施策推進課

障害者虐待防止法施行（H24.10）に伴い、虐待支援
として成年後見制度や権利擁護制度の利用に向けた取
り組みを推進する。

１－② 継続実施 ○× ○
権利擁護センター運営委員会に参加し、
会議結果などを課内周知した。

A 継続実施 機会をとらえて啓発を行う。
障害者虐待の防止、障害者の養護
者に対する支援等に関する法律
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

継続実施 ○× ○
権利擁護センター運営委員会に参加し、
会議結果などを課内周知した。

A 継続実施
必要な人に制度や事業を説明し、利用を
促すよう働きかける。

社会福祉協議会
　成年後見サポートセンター事業
　地域福祉権利擁護事業

しょうがい福祉課

制度や事業の利用が必
要な人には適宜、必要
な働きかけを行う。

○× ○
制度や事業の利用が必要な人に、必要な
働きかけを行った。

A

制度や事業の利用が
必要な人には適宜、
必要な働きかけを行
う。

継続して実施
社会福祉協議会
　成年後見サポートセンター事業
　地域福祉権利擁護事業

健康推進課

参考数値 しょうがい者虐待の相談件数 ２－① －
終結
件数

13

H30受理件数14件 （H29相談件数20
件）
虐待通報窓口が浸透した。成年後見制度
や権利擁護事業については、出前講座等
での事業の周知と必要なケースについて
は、社協と連携して利用を促している。

－ －
虐待のない社会をめざしているが、被害
が潜在化していることも推測されるた
め、目標値は設定せず実態を確かめる。

障害者虐待防止法
「長浜市しょうがい福祉プラン」

しょうがい福祉課

し
ょ

う
が
い
の
あ
る
人
の
人
権
問
題

①
す
べ
て
の
人
が
自
分
ら
し
く
す
ご
せ
る
ま
ち
づ
く
り

１－②

１－②

精神障害者の相談対応の中で、就労支援が必要な人に
は、関係機関と連携し、就労支援サービスにつなげ
る。

・しょうがいやしょうがいのあ
る人への理解を深めるための啓
発

数値目標

②
地
域
生
活
の
支
援
と
社
会
参
加
の
促
進

・療育・教育・就労などの生涯
にわたる継続的な支援

数値目標

③
し
ょ

う
が
い
の
あ
る
人
の
権
利
擁
護

・しょうがいのある人への虐待
防止の啓発と研修機会の充実

・成年後見制度や権利擁護事業
の利用促進

精神障害者の相談対応の中で、必要な人に制度や事業
を説明し、利用を促すよう働きかける。



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

発達に課題のある乳幼児への日常生活指導を行い、基
本的生活習慣の獲得や社会生活への参加を支援する。

２－① 継続実施 ○× ○
０－３歳児の待機ゼロを目指して未就園
児に対する支援強化に取り組んだ。

Ａ 継続実施

引き続き待機ゼロに取り組むとともに、
保育所等訪問支援事業などを弾力的に活
用して通所困難児等に対しても支援を強
化する。

児童福祉法
「長浜市しょうがい福祉プラン」

児童発達支援センター

各小中学校の特別支援教育コーディネーターの専門性
を高め、円滑な校内運営および特別支援教育の充実に
努める。

１－①

各校の特別支援教育
コーディネーターを中
心に全職員体制での特
別支援教育の充実に努
める。

○× ○
各関係機関や医療と連携し、いかに充実
させていけるかが課題。

Ｂ

各校の特別支援教育
コーディネーターを
中心に全職員体制で
の特別支援教育の充
実に努める。

校園内において、研修を行う中で、コー
ディネーター以外の職員が専門性を身に
つける。

インクルーシブ教育の考え方から
支援体制を整え、共生と自立をめ
ざす。

教育指導課

発達支援・特別支援等に関する助言及び相談を行い、
保育士、幼稚園教諭、小中学校教員等の資質向上を図
る。

１－① 継続実施 ○× ○
発達支援サポート事業等を介して、発達
支援に係る専門的知見に基づく支援を幼
保園のスタッフに提供した。

Ａ 継続実施
幼児教育相談の業務を整理し、広く幼保
等のスタッフに相談支援を実施する。

児童福祉法
「長浜市しょうがい福祉プラン」

児童発達支援センター

専門家による巡回相談を実施し、児童生徒への支援の
充実を図る。

２－①
すべての小中学校で計
画的に実施。

○× ○ 今後も個に応じた対応の検討が必要。 Ｂ
すべての小中学校で
計画的に実施。

児童生徒への支援の充実を図る
インクルーシブ教育の考え方から
支援体制を整え、共生と自立をめ
ざす。

各小学校・中学校 教育指導課

各園での専門家による特別支援教育巡回訪問指導の実
施する。

２－① 継続実施 ○× ○
特別支援教育研修会や巡回相談等で専門
家からの指導の機会を得られた。

Ｂ 継続実施
専門家からの指導・助言を日々の保育実
践に生かし、園内支援の充実を図る。

特別支援コーディネーター会議や
巡回訪問、外部機関からの指導な
ど。

各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

特別支援教育に関する研修や特別支援教育コーディ
ネーター会議等により、日常の振り返りや実践交流を
行い、教育環境の整備に努める。

２－① 継続実施 ○× ○ 今後も個に応じた対応の検討が必要。 Ｂ 継続実施 児童生徒への支援の充実を図る。 各小学校・中学校 教育指導課

個々の特別支援児に適応した教室の環境構成をする。 １－② 継続実施 ○× ○
視覚教材の利用等、個々のニーズや課題
に応じた教材や環境づくりを行う。

B 継続実施
視覚教材の利用等、個々のニーズや課題
に応じた教材や環境づくりを行う。

特別支援コーディネーター会議や
巡回訪問、外部機関からの指導な
ど。

各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

学校においてエレベーター設置工事を実施する。 １－②

・北郷里小学校にエレ
ベーターを設置する。
・永原小学校にエレ
ベーターを設置するた
め設計を行う。

○× ○

・北郷里小学校にエレベーターを設置
し、教育環境の整備を図ることができ
た。
・永原小学校エレベーター設置設計を完
了し、設置に向けた準備を整えることが
できた。今後設置時期の検討を行う。

Ａ

エレベーター未設置
校への設置に関する
年次計画の策定に着
手する。

エレベーター未設置校への設置を計画的
に実施していくため、今年度着手予定の
施設の長寿命化計画策定の中で具体的に
検討を進める。

必要に応じた環境整備が行われて
いるか確認するため、目標値は設
定せず、実施状況を把握する。

教育総務課

数値目標 施設のバリアフリー化が実施された学校・園の数 １－② 2校 園校数 ２校

・北郷里小学校にエレベーターを設置
し、教育環境の整備を図ることができ
た。
・永原小学校エレベーター設置設計を完
了し、設置に向けた準備を整えることが
できた。今後設置時期の検討を行う。

Ａ
七郷小学校体育館に
多目的トイレを設置
する。

七郷小学校の校舎・体育館トイレ改修に
おいて、体育館に多目的トイレを一箇所
設置する。今後においても未設置の学校
への設置を進める。

必要に応じた環境整備が行われて
いるか確認するため、目標値は設
定せず、実施状況を把握する。

教育総務課

・部落問題学習等を通じて、差別や人権侵害の不合理
性について認識を深め、差別を見抜く感性を養うため
の取組を充実させる。
・同和問題や部落問題学習に関わる職員研修の充実を
図る。

１－①
同和問題や部落問題学
習にかかる職員研修の
充実を図る。

○× ○
同和問題や部落問題学習に取り組み、差
別を見抜く感性を養うための取り組みを
行った。

Ｂ
同和問題や部落問題
学習にかかる職員研
修の充実を図る

若手教員への継承 各小学校・中学校 教育指導課

親子読書活動の内容の充実を図る。 １－② 継続実施 ○× ○
絵本の貸出や読み聞かせの充実を図っ
た。

Ｂ 継続実施 親子読書活動の内容充実を図る。 長浜市子ども読書推進活動計画
各幼稚園・保育園・認定
こども園

幼児課

・同和問題の解決に向け自らの
意識を見つめ直す機会としての
地域人権学習の推進

「同和問題」に関するリーフレットを作成し、地域人
権学習会や研修会等での活用を図る。

１－② 継続して活用を図る。 ○× ○ 作成済み、継続して活用を図る B
継続して活用を図

る。
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく。

人権施策推進課

・同和問題についての市民に対
する啓発活動の推進

地域総合センター等、関係部署との連携を図り、啓発
を進めていく。

１－② 継続実施 ○× ○ 街頭啓発の実施。 B 継続実施 街頭啓発の実施。 人権施策推進課

・同和問題についての企業に対
する啓発活動の推進

同和問題について、各企業に資料を提供するととも
に、企業訪問時の啓発推進に努める。

１－①
協議会入会企業への訪
問実施。

○× ○ 協議会入会企業への訪問を実施した。 A
協議会入会企業への
訪問実施。

企業訪問による啓発活動実施。
企業の実態把握に努め、啓発推進
を行う。

商工振興課

えせ同和行為に関する情報提供に努める。 １－②
情報収集、提供に努め
る。

○× ○ 情報収集と情報提供に努めた。 A
情報収集と情報提供
に努める。

情報収集と情報提供に努める。
情報提供により、毅然とした対応
の促進を図る。

商工振興課

えせ同和行為について、関係機関等への速やかな情報
提供と注意喚起を行う。

１－② 継続実施 ○× ○
庁内LANの活用し、情報提供と注意喚
起を行った。

B 継続実施
庁内LANの活用し、情報提供と注意喚
起を行う。

人権施策推進課

数値目標 「同和問題」をテーマとした地域人権学習会の実施率 １－② 10% ％ 0%
0.3％　自治会の自主性によるため経過
を観察しながらも、出前講座で取り上げ
たり、機会をみて啓発していく。

D 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

まちづくり団体や児童等の健全育成を目的とする団体
等の主体的な活動を支援する（継続）

１－②
毎月センター、集会所
で実施。

○× ○
継続していくことは非常に大切なことだ
が、マンネリとなり参加者が減少しない
工夫が必要。

Ｂ
毎月センター、集会
所で実施。

まちづくり団体の支援を継続していく。 長浜地域総合センター

できるだけ行政に依存しない、地域住民主体のまちづ
くり運営となるよう指導する。

１－②

行政に依存しない、地
域住民主体のまちづく
りとなるよう指導す
る。

○× ○
自主的な自治会運営には、依然として大
きな道程がある。機会を捉え運営を促す
必要がある。

B

行政に依存しない、
地域住民主体のまち
づくりとなるよう指
導する。

自治会において、連合での交流、市域で
の交流がほとんどない状況。地区外の自
治会との交流を模索する。

地域住民主体の自立したまちづく
りとなるよう指導する。

虎姫コミュニティセン
ター

地元自治会の組織強化、自主的な活動を支援する。 １－②
自治会活動への関心を
高め、参加を促す。

○× 〇
まちづくりへの関心は低いが、一部団体
が自主的に地域の活性化を目指す活動を
継続して行っている。

B
自治会活動への関心
を高め、参加を促
す。

地域リーダーの育成が必要。
地域住民主体のまちづくりには、
核となる自治会組織の強化が不可
欠である。

木之本総合センター

④
し
ょ

う
が
い
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援

・地域住民の主体的なまちづく
りの推進

同
和
問
題

①
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
と
実
践

②
自
立
に
向
け
た
主
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
支
援

し
ょ

う
が
い
の
あ
る
人
の
人
権
問
題

・同和問題への正しい理解を深
めるための学校・園教育の推進

・えせ同和行為へのき然とした
対応の促進

・学校や園におけるしょうがい
のある子どもへの理解と適切な
対応

・しょうがいのある子どもの教
育環境の整備

・早期療育と特別支援教育の充
実



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

１－② 開催数　月１回以上 ○× ○
開催数　　　１１回
参加者数　　１２４名

Ｂ 開催数　月１回以上
自主的なまちづくり活動が行えるよう支
援を続ける。

長浜地域総合センター

１－② 会議の開催 ○× ×

働きかけは行ったが、問題意識の差異が
あり実現には至らなかった。さらに自治
会運営はもとより、各種団体の組織力の
維持・強化も同様に取り扱う必要があ
る。

D 会議の開催
自治会組織が事実上破綻している。
自治会が２／５となり、ひとまずこれら
２自治会の組織役員の確立を急ぐ。

自治会の存続自体が困難な状態。
地域自治の必要性や危機感をさら
に啓発する必要がある。

虎姫コミュニティセン
ター

１－②
開催数　10回
参加者数　１００人

○× 〇
開催数　８
参加者数　８３

B
開催数　10回
参加者数　100人

自治会役員の一部交代によりが活動が活
性化傾向にある。

木之本総合センター

・人権学習講師の派遣および研修受け入れ
・各種相談の随時受付（いずれも継続）

１－②
２－②

要請があれば対応す
る。

○× ○
講師として技量を上げるべく、各種研修
会に参加した。

Ａ
要請があれば対応す
る。

講師の派遣や各種相談業務を継続してい
く。

長浜地域総合センター

就労相談について、関係機関と連携し、求人情報の提
供、職業相談所の開設など、相談機能の充実を図り、
相談者のニーズに応えれるよう努める。

２－②

ハローワークと連携
し、就労相談や求人情
報の提供等を行い、相
談者のニーズに応えら
れるよう努める。

○× ○
ハローワークとの連携は、これまでどお
り継続した取組が有効。好景気に支えら
れて相談後の経過も順調。

B

ハローワークと連携
し、就労相談や求人
情報の提供等を行
い、相談者のニーズ
に応えられるよう努
める。

ハローワークだけではなく、滋賀労働局
などが提供する事業を広く知らせるよう
に努める。

ハローワークとの連携
虎姫コミュニティセン
ター

・人権学習会等、啓発活動の推進
・ハローワークとの連携による就労相談実施
・各種相談の随時受付

１－②
２－②

継続実施 ○× 〇 相談件数が減少している。 B 継続実施 専門機関（部署）へ相談が移行。 木之本総合センター

・自主活動学級「おおぞら学級」の実施
・学習相談・教育相談の随時受付
・課題を持つ児童生徒（家庭）への訪問相談の実施
（いずれも継続）

１－②
集会所を中心に毎月実
施していく。

○× ○
継続していくことは非常に大切なことだ
が、マンネリとなり参加者が減少しない
工夫が必要。

Ｂ
集会所を中心に毎月
実施していく。

教育文化の向上に向けた取り組みを継続
していく。

長浜地域総合センター

・学習環境の確立と生活環境の向上を図る。
・支援方策会議で子どもの情報を共有するだけでな
く、指導の手立てに生かす。

１－②

教育集会所と園小中が
連携し、課題のある子
どもの情報を共有する
とともに、課題解決に
繋げる。

○× ○
取り組みは充実しているが、際立った成
果が得られるわけではない。成果を計る
には長い時間が必要。

B

教育集会所と園小中
が連携し、課題のあ
る子どもの情報を共
有するとともに、課
題解決に繋げる。

【地域で支える】を実現できるよう、ス
タッフの拡大を模索する。

各校園との連携、支援方策会議の
活用

虎姫コミュニティセン
ター

・学習会や体験活動事業を実施し、児童生徒の健全育
成や学習習慣の定着を図る。
・教育相談、子育て講座等により子育て支援を行う。

１－② 継続実施 ○× 〇
体験活動事業への参加者が大幅に増加し
た。

B 継続実施 事業の見直し、精査を行う。 木之本総合センター

２－① ― 件数 41
H29　13件
各課員が相談業務を行えるようにする必
要がある。

－ －

人権侵害のない社会をめざしているが、
被害が潜在化していることも推測される
ため、目標値は設定せず実態を確かめ
る。

地域総合センターにおける、生活
相談・就労相談・教育相談の実績
を把握する。

長浜地域総合センター

２－① ― 件数 430

H29　297件
就労相談を含む件数
相談しやすい雰囲気づくりを目指す必要
がある・

－ －

人権侵害のない社会をめざしているが、
被害が潜在化していることも推測される
ため、目標値は設定せず実態を確かめ
る。

地域総合センターにおける、生活
相談・就労相談・教育相談の実績
を把握する。

虎姫コミュニティセン
ター

２－① ― 件数 111
H29　50件
H29→H30は増えたのは、同じ人から
の相談を複数回受けたため。

－ －

人権侵害のない社会をめざしているが、
被害が潜在化していることも推測される
ため、目標値は設定せず実態を確かめ
る。

地域総合センターにおける、生活
相談・就労相談・教育相談の実績
を把握する。

木之本総合センター

・外国籍市民の日本語能力など
を高める取組の推進

「やさしい日本語」の普及を図る。 １－② － － － － －
やさしい日本語の普

及を行う。

やさしい日本語の手引きを自治会・企業
等に配布し、周知を図る。
市職員を対象とした研修を実施する。

市民活躍課

・外国籍市民への適切な行政情
報の提供

外国人が気軽に情報を収集できる手段の確保を進め
る。

１－②
別シート（様式１）にて、すべての部書
に確認します。

すべての部署 人権施策推進課

・外国籍児童・生徒の日本語習
得と円滑な学校生活への支援

・外国人児童生徒とその保護者を対象に進路ガイダン
スを開催する。
・巡回指導員に対し、よりよい指導法や指導技術の講
習会を開催する。
・関係校園に巡回指導員を派遣する。

１－②
継続して日本語習得と
円滑な学校生活への支
援をめざす。

○× ○
増加する中で、指導員が不足している状
態であり、保護者の不安が解消できてい
ない。

Ｂ
継続して日本語習得
と円滑な学校生活へ
の支援をめざす。

言葉における不安を取り除くために人材
の充実を図る。

多様性を認め、豊かに人とつなが
り会い共生できる学校づくりをめ
ざす。

教育指導課

・外国籍市民を対象とした暮ら
しに関わる相談事業の充実

外国籍市民が相談できる窓口を増やし、市役所以外で
も相談できる体制を整備する。

２－①
GEOの相談窓口につい
て周知し活用促進を図
る。

○× ○

水曜にGEOで相談窓口を設置してい
る。
GEOで開催される事業について情報発
信を行い、外国人市民・日本人市民が集
う場所として利用促進を図った。

B
GEOの相談窓口につ
いて周知し活用促進
を図る。

外国語Facebook等でGEOの相談窓口
について周知する。

市民活躍課

・外国籍市民が働きやすい労働
環境の整備

外国籍市民を雇用する企業に対して、多文化共生につ
いて啓発を進める。

１－② ― ○× － － －
やさしい日本語の普
及を行う。

やさしい日本語の手引きを企業等に配布
し、周知を図る。

市民活躍課

参考数値 外国人生活相談件数 ２－① ― 件数 6,785件
H29　6,467件
相談窓口として十分活用されている。

－ －

人権侵害のない社会をめざしているが、
被害は潜在化していることも推測される
ことから、目標値は設定せず実態を確認
する。

市民活躍課

・地域住民の主体的なまちづく
りの推進
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地域総合センターにおける相談件数

・地域総合センターを中心とし
た人権啓発の推進と相談機能の
充実

・教育集会所を中心とした地域
住民の教育文化の向上

参考数値

地元自治会等によるまちづくり会議の開催



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

・外国籍市民の自治会や地域型
コミュニティへの参画促進

・社会参加と生きがいづくりを目的とした各種事業を
開催する。
・各種情報ツールを用いて、自治会への加入促進を行
う。

１－② － ○× － ー －
市内各種事業につい
ての情報発信

市内で行われる各種事業について、外国
人市民が参加しやすいよう、各種情報
ツールを利用して多言語での情報発信を
行う。

市民活躍課

・多文化共生社会の構築を進め
るための民間組織の育成および
支援

多文化共生社会の構築のため、民間組織の育成及び支
援に努める。

１－②
民間組織の育成支援の
実施。

○× ○

市と協働で多文化共生を推進する団体と
して、長浜市民国際交流協会と連携し、
必要に応じて支援を実施した。
新たな団体の育成には至っていない。

C
民間組織の育成支援
の実施

多文化共生・国際交流を目的とする市民
活動団体の把握を進め、育成・支援に努
める。

市民活躍課

・外国籍市民が地域活性化のた
めに活躍できる環境づくり

多様性を生かした活力ある地域づくりのため、多文化
共生に関する市民交流イベントを開催する。

１－② ― ○× － ー －

外国人市民と日本人
市民の交流や、異文
化理解を目的とした

イベントの開催

長浜市民国際交流協会を主体として、多
文化共生フェスタをはじめとた市民交流
イベントを開催する。

市民活躍課

数値目標
「外国人の人権」をテーマとした地域人権学習会の実
施率

１－② 5% ％ 2%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

D 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

学校教育全体を通じて、広い視野を持ち、異文化を尊
重する態度や異なる習慣・文化を持った人々と共に生
きていく態度を育成するための学習活動の充実を図
る。

１－①

全教育活動を通して、
人権学習に関する様々
な学びの場を工夫して
設け、子どもたちの実
践的態度を養う。

○× ○

全教育活動を通して、人権学習に関する
様々な学びの場を工夫して設け、子ども
たちの実践的態度を養った。
学校の状態によって様々ではあり、保護
者のケアが不十分なところもある。

Ｂ

全教育活動を通し
て、人権学習に関す
る様々な学びの場を
工夫して設け、子ど
もたちの実践的態度
を養う。

自ら主体的に人権問題の根本はつながり
があることを理解し、実践できる児童生
徒・園児を養う。

参加・体験・協力を取り入れた工
夫ある実践が実践的態度を培う。

教育指導課

市民活躍課等、関係課との連携を図り、地域人権学習
会を中心とした学習・啓発を進める。

１－② 継続実施 ○× ○
連携体制は整っているが、利用が少な
い。

C 継続実施
人権学習会での講師として市民活躍課の
出前講座を活用する。

人権施策推進課

・市民の国際理解の促進 多文化共生・国際理解に関する意識の普及啓発 １－②
異文化理解に関する出
前講座の実施。

○× ○
実施件数4件
受講者数430人

B
異文化理解に関する
出前講座に実施。

小・中学校での講座実施を促進する。 市民活躍課

数値目標
「外国人の人権」をテーマとした地域人権学習会の実
施率

１－② 5% ％ 2%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

D 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

・適切で公平な医療を受けられ
るような取組の推進

ホームページや院内掲示板の充実を図り、医療情報を
適切に公開する。

１－② 情報提供の充実 ○× ○ 速やかなホームページの更新 Ｂ 情報提供の充実 更なる情報提供の充実をめざす
市立長浜病院・長浜市立
湖北病院各部署

市立長浜病院総務
課

・療養環境における生活の質の
向上

企画委員会を中心として、患者様に季節感を感じてい
ただけるような行事や展示を行う。

１－② 継続実施 ○× ○
七夕、クリスマス、敬老等に応じた飾り
付けや音楽療法により季節に応じた音楽
を提供した。

A 継続実施
気分転換を図り、治療に前向きな気持ち
で臨めるよう患者さんの療養生活に季節
感のある癒しの空間や時間を提供する。

市立長浜病院・長浜市立
湖北病院各部署

市立長浜病院総務
課

・診療に関する十分な説明責任
と自己決定権の保障

各局（診療局・看護局・医療技術局）において、科
（課）単位での協議の場を設け、適切な措置が講じら
れているかを再確認をする。

１－② 継続実施 ○× ○
治療に際し、患者さんや家族に対して十
分な説明を行い、同意を得ている。

A 継続実施

・患者さんに寄り添い、治療や検査を不
安なく受けられるよう丁寧な説明をする
・多職種が連携し、チーム医療を提供す
る

市立長浜病院・長浜市立
湖北病院各部署

市立長浜病院総務
課

参考数値 市立病院における医療相談件数 ２－① － 件数

患者相談件数
3,786件

がん相談件数
1,664件

H29
患者相談件数　4,114件
がん相談件数　1,759件
患者相談は、幅広い年齢層であり、対応
に工夫をこらしている。
がん相談は、働く世代の方が増えてい
る。

－ －

患者、その家族だけでなく医療、介護の
関係者に対しても適正な対応が行えるよ
う取り組む。
仕事と治療に関する個別相談会を継続し
て実施する。また、今年度よりハロー
ワーク長浜の職員による出張相談会を開
催予定。

市立病院における医療相談の状況
を確認するため、目標値は設定せ
ず実績を把握する。

市立長浜病院
地域医療がん対策推進事
務室

市立長浜病院総務
課

・すべての人のいのちの尊さと
患者の人権についての学習機会
の提供

広報の活用や研修会でのテーマ設定等により、「患者
の人権」に関する主体的な啓発を行う。

１－② 啓発・学習方法の検討 ○× ○
教材が不足しており、啓発・学習方法を
検討する必要がある

D
啓発・学習方法の検

討
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく。

人権施策推進課

・感染症などの病気に関する正
しい情報の提供

世界エイズデーの普及啓発（相談先の情報提供も併せ
て行う）

１－② 継続実施 ○× ○
広報紙において、エイズに関する知識の
普及を図った。

A 継続実施 継続して実施
県や国の動向に合わせて周知して
いく。

健康推進課

感染症やがんの患者の人権について学習機会を提供す
る。

１－② 継続実施 ○× ○

H30フォーラム参加者　335人
      i・りんぐ利用者　1,734人
湖北がんフォーラムはH29年度より長
浜赤十字病院が共催となり開催した。
がん患者図書室「i・りんぐ」にて様々な
教室を開催し、書籍の貸し出しも行っ
た。

B 継続実施

湖北がんフォーラムにおいては、今後も
長浜赤十字病院と合同開催し、がんに関
する正しい知識の提供をしていく。
i・りんぐを活用し、がん患者、家族の支
援を継続する。

市立長浜病院・長浜市立
湖北病院各部署

市立長浜病院総務
課

講師による全体研修会を実施する。 １－② 継続実施 ○× ○
がん患者・家族の意思決定支援に関する
研修会を実施した。

A 継続実施
今後も市民のニーズに沿った内容の検討
を行う。

市立長浜病院・長浜市立
湖北病院各部署

市立長浜病院総務
課

数値目標
「患者の人権」をテーマとした地域人権学習会の実施
率

１－② 5% ％ 0%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

D 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

患
者
の
人
権
問
題

①
人
中
心
の
医
療
の
推
進

②
患
者
・
感
染
者
に
対
す
る
偏
見
の
解
消

・医療関係者の人権研修機会の
充実

・国籍の違いを越えてお互いを
尊重し合う心の育成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外
国
人
の
人
権
問
題

②
多
文
化
共
生
社
会
の
構
築

③
国
際
理
解
教
育
の
推
進



長浜市人権施策推進基本計画進捗管理表　（分野別施策）

区分 項目 具体的な取組
基本的
施策

平成30年度
目標

実績
記入例

平成30年度
実績

実績に対するコメント
（実施内容・回数、課題など）

総合評価
（Ａ～Ｅ）

令和元年度
目標

目標に対するコメント
（事業内容・予定回数、将来的な展望など）

備考
（考え方・根拠法令など）

担当課 取りまとめ課分類

・セクシュアルマイノリティに
ついての正しい理解を深めるた
めの情報提供

「セクシュアルマイノリティの人権」に関するリーフ
レットを作成し、地域人権学習会や研修会等での活用
を図る。

１－② － ○× － － － 活用を図る H30作成、R１より活用をすすめる。 人権施策推進課

・セクシュアルマイノリティに
対する偏見や差別をなくすため
の啓発

各種研修会でのテーマ設定等により、「セクシュアル
マイノリティの人権」に関する主体的な啓発を行う。

１－② － ○× － － － 啓発･学習方法の検討
出前講座で取り上げたり、機会をみて啓
発していく

人権施策推進課

数値目標
「セクシュアルマイノリティの人権」をテーマとした
地域人権学習会の実施率

１－② － ％ － － － 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

・セクシュアルマイノリティに
ついて、悩みや不安を抱える人
が、安心して相談できる体制づ
くり

セクシュアルマイノリティに関する相談対応につい
て、関係職員の資質向上を図る中で、市役所内での相
談窓口を増やす。

２－① － ○× － － － 研修等の実施 研修等の実施及び参加を促す。 人権施策推進課

・学校や企業などにおける相談
体制の充実

教育委員会や企業内人権教育推進協議会を通じて、セ
クシュアルマイノリティに関する研修の開催を促す。

２－① － ○× － － －
研修会や講師・教材

等の紹介
研修会や講師・教材等の紹介を行う 人権施策推進課

・国や県などの関係機関と連携
した体制づくり

法務局や県などの関係機関と連携し、相談体制の充実
を図る。

２－② － ○× － － －
情報収集と情報提供

に努める。
広報・HPなどを活用して、情報提供を
行う。

人権施策推進課

参考数値 セクシュアルマイノリティに関する相談件数 ２－① － 件数 － － － －

人権侵害のない社会をめざしているが、
被害は潜在化していることも推測される
ことから、目標値は設定せず実態を確認
する。

人権施策推進課

・学校におけるインターネット
の利用マナーについての学習

情報に関する教科等の時間をとらえ、インターネット
上の誤った情報や偏った情報をめぐる問題を含め、社
会全体にもたらす影響について知ら、情報の収集・発
信における個人の責任や情報モラルについて理解させ
る学習を充実させる。

１－①
すべての小中学校で実
施。

○× ○
ネットトラブルが低年齢化している中、
現状に合わせた取組を工夫していく必要
がある。

Ａ
すべての小中学校で
実施。

現状分析を丁寧に行い、様々な機関・専
門家との連携を図る。

各小学校・中学校 教育指導課

・インターネットの利用マナー
についての市民啓発

広報の活用や研修会でのテーマ設定等により、「イン
ターネットと人権」に関する主体的な啓発を行う。

１－① 啓発・学習方法の検討 ○× ○
インターネットと人権をテーマにした、
講座を実施

B 継続実施
インターネットと人権をテーマにした講
座やDVDの貸出し

人権施策推進課

インターネット上の利用マナー等の情報に関する学習
の充実を図るとともに、有害な情報の発見時の対応・
対処についての実践的な態度を養うための学習を実施
する。

１－①
すべての小中学校で実
施。

○× ○
ネットトラブルが低年齢化している中、
現状に合わせた取組を工夫していく必要
がある。

Ｂ
すべての小中学校で
実施。

現状分析を丁寧に行い、様々な機関・専
門家との連携を図る

各小学校・中学校 教育指導課

インターネットにおける人権問題に関する研修等へ積
極的に参加する。

１－① 継続実施 ○× ○ 研修に参加 B 継続実施
滋賀県人権センター等が開催する研修会
に参加する。

人権施策推進課

数値目標
「インターネットと人権」をテーマとした地域人権学
習会の実施率

１－② 5% ％ 1% DVD等の教材を活用。 D 5%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

・個人情報の守秘と管理徹底 個人情報の守秘と管理に関する研修会の実施　年1回
１－①
２－①

別シート（様式１）にて、すべての部署
に照会します。

職員の個人情報守秘と管理を徹底
するため、全部署での実施状況を
確認する。

すべての部署 人権施策推進課

数値目標 個人情報の守秘および管理に関する研修の実施
１－①
２－①

要配慮個人情報の取扱
などについて知識を深
める研修を実施する。

○× ○

H30年度 　H30年11月18日実施
個人情報漏洩を含めたセキュリティ事件
の例を講師に紹介してもらいながら、対
策等を学び、個人情報の適正な取扱につ
いて知識を深める機会となった。

Ａ

要配慮個人情報の取
扱などについて知識
を深める研修を実施

する。

条例改正に伴い、要配慮個人情報の取扱
や個人情報取扱事務登録簿の作成が規定
されたことから、さらに知識を深める必
要がある。

職員への周知・徹底を図るため、
研修等の実施状況を確認する。

総務課

・さまざまな人権問題に対する
学習・啓発の推進

地域のニーズをふまえ、分野別施策以外の人権問題に
関する教材の充実を図る。

１－② 継続実施 ○× ○
人権学習講師やDVD教材などの充実を
図った

B 継続実施
人権学習講師やDVD教材などの充実を
図る

人権施策推進課

数値目標
さまざまな人権問題をテーマとした地域人権学習会の
実施率

１－② 30% ％ 41%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

A 25%
自治会の自主性によるため経過を観察し
ながらも、出前講座で取り上げたり、機
会をみて啓発していく。

地域の実情に応じたテーマ設定で
あるため、目標値は設定せず実施
状況を確認する。

人権施策推進課

・インターネットで有害な情報
を発見した場合の対処方法の習
得

②
個
人
情
報
の
保
護
に

関
わ
る
取
組
の
推
進

さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題

人
権
学
習
・
啓
発
の

推
進

セ
ク
シ
ュ

ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
人
権
問
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①
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ

に
つ
い
て
の
正
し
い
理

解
の
普
及

②
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

に
関

す
る
相
談
体
制
の
充
実

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
に
お
け
る
人
権
問
題

①
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
の
正
し
い
利
用
マ
ナ
ー

の
普
及


